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B 7959：2022  

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS B 7959:2015 は改正されこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。
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大気中及び排ガス中のガス濃度計－取引又は証明用 

Gas analyzers of ambient and emission gas  

used in transaction or certification 

 
序文 

この規格は，ジルコニア式酸素濃度計等のガス濃度計が，計量法の特定計量器として要求される要件の

うち，性能，検定公差，検定の方法，使用中検査等に係る技術上の基準及び試験方法を規定するために作

成した日本産業規格であり，この規格の適合だけをもって計量法で定める検定に合格したということには

ならない。 

1 適用範囲 

この規格は，日本国内において取引又は証明に用いるジルコニア式酸素濃度計，溶液導電率式二酸化硫

黄濃度計，磁気式酸素濃度計，紫外線式二酸化硫黄濃度計，紫外線式窒素酸化物濃度計，非分散型赤外線

式二酸化硫黄濃度計，非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計，非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学

発光式窒素酸化物濃度計について規定する。 

各濃度計が適用可能な濃度範囲を，a)～e)，h)及び i)に示す。ただし，f)及び g)は濃度範囲を定めない。 

a) ジルコニア式酸素濃度計 計ることのできる最高の濃度が 5 vol %以上かつ 25 vol %以下 

b) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 計ることのできる最高の濃度が 50 vol ppm 以上 

c) 磁気式酸素濃度計 計ることのできる最高の濃度が 5 vol %以上かつ 25 vol %以下 

d) 紫外線式二酸化硫黄濃度計 計ることのできる最高の濃度が 50 vol ppm 以上 

e) 紫外線式窒素酸化物濃度計 計ることのできる最高の濃度が 25 vol ppm 以上 

f) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 

g) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 

h) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 最小の目量が 100 vol ppm 未満のもの及び最小の目量が 100 vol 

ppm 以上 200 vol ppm 未満のものであって，計ることのできる最高の濃度が 5 vol %未満 

i) 化学発光式窒素酸化物濃度計 計ることのできる最高の濃度が 25 vol ppm 以上 

注記 この規格では，濃度単位として，“体積分率 %”・“体積分率 ppm”と“vol %”・“vol ppm”とを使

い分けている。すなわち，計量法で使用されている濃度単位を引用している場合は“vol %”及び

“vol ppm”を使用し，計量単位でないところは“体積分率%”及び“体積分率 ppm”を使用して

いる。 

  


